
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

巻頭言 ３０年の積み重ねの上で、新たな一歩へ 

可茂教育事務所 木村 正男  

◇「一般社団法人」から「公益財団法人」へ 
 今年も日本学校教育相談学会の全国大会が行われ
ました。今回は宮城県大会でした。大会に参加して
きましたが、大いに盛り上がった大会でした。もと
もと宮城県大会は平成 23年に予定されていました。
しかし、東日本大震災の影響で開催を見送ることと
なりました。8 年という時を経て、今年の大会につ
ながったのです。大会事務局としてお世話いただい
た宮城県支部の皆さんの心のこもったおもてなしが
心地よく、学ぶことも多くあり、仙台に来て良かっ
たと感じながら帰途につきました。 
さて、そのような大会で、ある冊子が配付されま

した。「30 周年記念誌」です。本学会は、設立され
て、30年が経過しています。その記念すべき令和元
年に、本学会は新たな一歩を踏み出すこととなりま
した。「一般社団法人」になったのです。今までは、
任意団体として活動してきましたが、より社会的な
信頼を得る団体をめざし、数年かけて検討して、法
人化しました。昨年度の東京大会の総会で説明があ
り、今年の４月から正式に活動を開始しています。
本部としては、さらに次のステップをめざしていま
す。「公益社団法人」となり活動することをめざして
準備しているのです。 
 「公益財団法人」をめざすのはなぜでしょう。一
つには、さらに社会的信頼を得るためという目的が
あります。またもう一つには、本学会が中心となっ
て「教員免許状更新講習」を開くことができる団体
となることです。全国で免許状更新講習は行われて
いますが、「学校教育相談」に特化して行っていると
ころは少ないです。本学会が、その役を担い、より
多くの人に「学校教育相談」を知っていただく機会
を設けようというねらいがあるのです。 
「一般社団法人」や「公益財団法人」になるのは、
本部のみです。会計上の統合を支部活動にまで広げ
るのは、支部の活動に支障が生じる可能性があるの
で避けることとしました。しかし、本部が「公益財
団法人」になれば、支部で免許状更新講習を開催す
ることは可能になります。今後の活動に、是非注目
していただけたらと思います。 
 

◇「心理系カウンセラー」と「教育系カウンセラー」 
 最近では「チーム学校」は、当たり前のように言
われます。スクールカウンセラー（SC）やスクール
ソーシャルワーカー（SSW）が県内でも多くの学校
に採用され活躍しています。特にＳＣは、臨床心理
士が中心となってきました。昨年度からは、公認心
理師が心理の国家資格として認定されるようになり、
今後は公認心理師が中心となっていくことでしょう。
学校教育を支えるカウンセラーについては、全国役
員会でもよく話題に出てきます。 
「心理系カウンセラーも大切だが、教育系カウンセ
ラーももっと活躍すべきではないか。」 

教育系カウンセラーの代表として挙げられるのが
「ガイダンスカウンセラー」です。本学会が認定し
ている「学校カウンセラー」をもっていれば、「ガイ
ダンスカウンセラー」になれます。教育系カウンセ
ラーの強みは、学級経営、教科指導、生徒指導、進
路指導など教育実践上の課題解決に具体的にアドバ
イス出来ることだと思います。実際に、ガイダンス
カウンセラーとして、学校現場で活躍している人は
多くいます。他県では、ガイダンスカウンセラーで
ＳＣとして採用されている人もいます。本学会では、
教育系カウンセラーとしての専門性を磨いていく研
修にもより注目していきます。 
 
◇研修会によるさらなる研鑽を 
 上記のように教育系カウンセラーのスキルアップ
を図るために、岐阜県支部では、「学校カウンセラー
研修会」を立ち上げています。事例研究を中心に進
めていますが、「Ｔ式インシデント方式」が、解決志
向であり、短期的な対応をめざすので、とても有効
な手立てになるのではないかと取り組んでいます。
事例を提供される人にとってより有益な取り組み方
を模索していこうと考えています。 
 30年の積み重ねの上で、新たな歩みを始めた本学
会です。岐阜県支部としても、「学校教育相談の普及
と充実」のために、より研鑽を積み、学校教育に携
わる方々のために貢献できたらと思っています。 
 

○巻頭言 

○支部研修会報告 

 ・第１回研修会 

 ・第２回研修会 

 ・事務局より 

 

 



☆ 支部研修会報告 ☆ 
◇ 定期総会・記念講演 

開催日：令和元年６月８日(土) 

会 場：岐阜大学教育学部附属小学校 

◎定期総会 14:00～14:30 

１．理事長あいさつ 

２．2019年度岐阜県支部役員及び事務局の 

  役割分担について 

３．平成 30年度事業報告及び会計報告 

  ４．2019年度の事業計画・予算案 

  ５．事務局より（連絡） 

   理事長挨拶において、古田信宏先生のお話

の中で、川崎市登戸通り魔事件(2019 年５月

28日発生、スクールバスを待っていた小学生

ら数人が死傷)に触れられました。その中で、

学校が子どもたちを支えていく中で、事件の

被害者への支援や事件の未然防止（不審者対

応）など、教育相談の立場から考える必要が

あると話されました。 

   引きこもりの統計が発表されたことにも

触れられ、10代の引きこもりの人数が、その

統計では少なかったことに安心することな

く、策を講じていかなければならないともお

話しいただきました。 
 
◎記念講演会 14:30～16:00 

 

 

 

 

 

「できないことだけ、手伝ってください。」…講演

会の冒頭、松本先生の人生を方向

づけた言葉についてお話しされ

ました。障がいがある方がどのよ

うな場面で、どのようなことに困

っているかを理解し、接していく

ことが大切であると再認識しま

した。 

１．発達障がいについての確認 

  「特別支援教育の理念」のキーワードとして、

①自立や社会参加を目指す、②主体的な取組、③

教育的ニーズ、 ④共生社会の形成の基礎が挙げ

られます。 

例えば、言葉で表現することが難しい子どもた

ちに対して、「分かる」ことのできる教師でありた

いものです。言うまでもなく、障がいがある本人

や保護者が主役であり、私たち教師は、その方々

の願いを大切にしたいと話されました。 

また、子どもたちの「課題」だけでなく、多様

性にも対応していき、力を伸ばす指導を行ってほ

しいとも話されました。 

  現在、特別支援を必要としている児童生徒数は

増加しており、通常学級に在籍する発達障がいの

可能性のある児童生徒は 6.5%だとお聞きしまし

た。35人学級に２名程配慮が必要な児童生徒がい

ることを知り、気がかりな児童生徒に対する理解

と配慮の必要性を感じました。その子が何に困り、

何に躓いているかを考えるか…障がいがあるか

ないかだけでなく、一人一人の生徒の教育的ニー

ズを考えて指導していきたいと思いました。また、

ユニバーサルデザインの授業を基盤とすること

で、より多くの児童生徒にとって学びやすい学習

環境を提供することができ、合理的配慮が必要な

児童生徒に対して、更に寄り添うことができると

感じました。 

２．発達障がいのある児童生徒は何に困っているか 

  「学校コワイ」（絵本）や、「アスペルガー症候

群のおともだち」という本を紹介していただきま

した。「学校コワイ」では、自分のことをうまく伝

えられない当事者の思いや、友達や保護者の悩

み・戸惑いについて描かれており、それぞれの立

場を容易に理解することができました。 

  「アスペルガー症候群のおともだち」では、思

い通りにいかないとパニックになってしまう児

童への指導・援助についての演習を行いました。

３～４人のグループで、その児童がどんな理由か

らパニックを起こしたのかを交流しました。夢中

になっていると切り替えられない児童に対して、

見通しをもたせる指導をしていくことで、本人も

周囲も安心して過ごせることにつながるという

ことが、各グループから出されました。 

３．事例から考える、本人・保護者に寄り添う支援 

  また、事例を２つ提示され、その１つが「予定

「発達障がいのある児童生徒と、 

その保護者に寄り添う支援」 

  岐阜聖徳学園大学教育学部 准教授 

             松本 和久 先生 



を写すことができず、忘れ物が多い生徒の保護者

が、デジカメで予定を撮影したい」と学校に要望

したというものでした。デジカメ使用の可否につ

いて問うのではなく、書くことの困難さによる、

その子に合わせた対応をすることが大切である

と学びました。予定を写せない原因として、時間

が確保されていないのか、予定の字が読みづらい

のか、本質にたどり着くことで、適切な対応がで

きることに気付くことができました。 

４．まとめ 

  講演の最後に、「子ども理解の基本は 

Understanding 」という、故 柚木馥先生の言葉

を教えていただきました。under=「下に」、stand=

「立つ」母親が、肩車している子どもを理解する

ために、様々な感覚を働かせて、子どものことを

知ろうとする姿なのです。私たち教師もまた、児

童生徒の下に立ち、子どもたちに寄り添い、情報

を共有しながら、児童生徒の「よき理解者」とな

ってほしいと語られました。（文責 関戸 美枝子） 

 

◇ 夏季教育相談研修会（第２回研修会） 
開催日：令和元年８月３日(土) 

会 場：岐阜大学教育学部附属小学校 

 

 

 

 

 

 講演会午前の部冒頭

において、先生の通知

表＝授業アンケートに

ついて触れられまし

た。児童生徒を評価す

る私たち教師だからこ

そ、自己評価と他者評

価を行う中で、絶えず自分を見つめほしいと語られ

ました。 

 また、生徒が教師に話をしてきた時の教師側の対

応についても触れられました。つい行いがちである

のが、生徒からの話を全て聞き終える前に内容を分

析し、いつの間にか教師側が説諭的・指導的に話し

てしまうことです。そこで春日井先生がお話になっ

たことが、ロジャーズ「聴く側の三要素」…①受

容・共感的理解（相手の立場に身を置いて聴く）、

②無条件の肯定的関心（話の善悪・好き嫌いなどの

評価を入れずに聴く）、③自己一致（話し手の考え

が自分の考えと違うと自分で認めること＝相手に対

しても、自分に対しても真摯な姿勢で聴く）の大切

さでした。その姿勢を大切にする、そして自分の

「足らざるを知る」ことが、児童生徒理解の第一歩

であると気付くことができました。 

 午前の部においては、 思春期の子どもの発達・

願いと支援の在り方・いじめについてのお話を伺い

ました。その際、私たちの児童生徒時代についてお

尋ねになりました。参加者の多くは、良い子で頑張

り屋、リーダーをしていて、友達がそれほど多くな

かったという方だったようでした。リーダーとして

教師からの期待を背負い、一人で頑張る。そして、

それこそがリーダーが潰れる要因なのだそうです。

まずリーダー層の児童生徒を大切にし、そしてそれ

がフォロアー層の児童生徒も大切にすることにつな

がることを学びました。 

 アクティブラーニングのお話では、①主体的・②

対話的で、③深い学びについて解説していただきま

した。①「主体的」…自己決定がどれだけ尊重され

ているか・自治的活動であるか、②「対話的」…ど

のように答えが一つではない問いを発するか、③深

い学び…新たな気づき・自己内対話（個→集団→個 

のプロセス）は、授業だけで培われるものではな

く、日常・行事・教科という全学校活動において効

果が得られるものであると学びました。 

 いじめについても触れられました。いじめの対応

３つ…初期対応・緊急対応・予防的対応のそれぞれ

について、詳しく説明していただきました。 

 まず初期対応で大切なことは、①本人からの訴え

や周囲からの情報などがあった場合、「いじめ」と

して認知すること、②発生している具体的な問題事

象に応じた指導や支援を行っていくこと、③いじめ

の認知は相手方に「いじめ」と通告することではな

いことを、改めて教えていただきました。一人一人

の命を大切に、教師がチームとなって、指導・支援

していく必要性を実感しました。 

（文責 関戸 美枝子） 

 午後の部の前半は、「チーム学校」についての講

義でした。 

「子ども・保護者の 
願いに寄り添う指導・支援」 

―いじめ・不登校、チーム学校を切り口にー 
 立命館大学 大学院教職研究科 教授 
            春日井 敏之 先生 



 チームで取り組むことが目的になってしまうので

はなく、チームで対応することの理念や目標は「児

童生徒の『いのち、権利、利益』を守ることに尽き

る。」と話されました。また、学校が専門機関と連

携した多職種連携チームになると、担当者に「丸投

げ・丸受け」の状態になり、チーム支援にはならな

いことがあるために「協働性の促進」が必要である

ことを学びました。「協働性の促進」については、

職種の違いを尊重し合い、お互いが持っている専門

性を尋ね合うことが重要であると言われます。「あ

なたはどう考えるの。」「担任としてどうしていきた

いの。」などの質問をお互いにすることで、新たな

気づきがあったり、それぞれの知見を大切にするこ

とで主体性を持って支援に臨んだりできると感じま

した。つまり、学校関係者や専門家、専門機関の担

当者の方々を「つなげる」という働きも教育相談の

重要な役割であると気づきました。 

 午後の後半は、事例検討会の演習を行いました。

４人１グループになり、メンバーの一人から事例を

提案してもらい交流しました。校種や異なる立場の

方が集まる事例検討会となり、正に講義を受けた

「チーム学校」を体感し、成果を共有する機会とな

りました。 

 このように、チーム学校という視点をもつこと

で、それぞれが専門性を発揮することができるだけ

でなく、様々な視点で子どもを捉えていくことがで

き、最終的には子どもや保護者の願いに寄り添った

指導・援助につながることを再認識できる貴重な研

修会になりました。   （文責：佐々木 文枝） 

 

 

 

 

一緒に考えませんか 
 

 令和元年も後半に入ろうとしています。多くの学

校が体育大会や運動会、もしくは宿泊行事を中心に

して、学級づくり、仲間作りを進めてきたところで

はないでしょうか。行事の取組を日常生活の高まり

につなげ、誰にとっても居心地がよく、安心感のあ

る学級になりつつあることを実感している先生も多

くみえることと思います。しかし、「行事の取組中

はまとまっていたのに、終わった途端に学級のまと

まりがなくなってしまった。」など、自身の学級経

営に悩みを抱え始めている先生もおられる頃ではな

いかと思います。もしくは、自分の学校に、そのよ

うな悩みを抱えた先生に日々寄り添って支えておら

れるという先生もおられることと思います。 

今年度の残りの研修会（10月、12月、２月）で

は、どの回でも「事例研究会」を計画しています。

会員の皆様の中で、「ちょっと相談してみたいな」

「詳しく教えてほしいな」という事例だけでなく、

教育相談コーディネーターや特別支援教育コーディ

ネーターとして「うちの学校の、あの先生の事例に

ついて、どのように連携していったらよいか一緒に

考えてほしい。」、「支援員に来てもらえているの

だけれど、有効な活用の仕方についてアドバイスが

ほしい。」といった事例でもかまいません。事例提

供をして一緒に考えてみませんか。 

 まずは、気軽に事務局まで問い合わせをしてくだ

さい。たくさんの立場の先生からの意見をいただけ

る数少ない機会です。多くの先生方の発表をお待ち

しております。 

 

飛騨地区での研修会を実施します 

 

平成 30年度に引き続き、今年度も 10月の研修会

を飛騨地区（高山市）で実施する予定です。興味は

あっても、普段は遠くて研修会に参加しにくいとい

う先生に、是非とも参加していただきたいと考えて

います。飛騨地区の先生方に会員・非会員を問わず、

研修会の紹介をお願いします。紹介の際には、実施

要項が岐阜県支部ホームページからダウンロードで

きますので、ご活用ください（ＵＲＬは巻末を参照）。

また、配布用に印刷された実施要項を希望される場

合は事務局までご連絡ください。 

飛騨地区の先生方とのネットワークを築く機会

にしたいとも考えていますので、他地区の先生も多

数の参加をお待ちしています。（事務局長：郷田 賢） 
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